
 

 

© 2010 I-GLOCAL CO., LTD. All rights reserved. 

This newsletter is published for our clients and other interested parties. The information presented contains only highlights and we recommend  
that you seek professional advice before taking action on specific issues. Please contact: I-GLOCAL offices (info@i-glocal.com) for further information.       

  

 

ニュース                   2015 年 3 月

税務全般について 

2015 年 2 月 12 日に、政府は税務について幾つかの項目を追加・改正する議

定第 12/2015/ND-CP 号を発行した。議定の内容及び管理・行政手続き改革に

関する要求に基づき、2015年2月27日に、財務省は付加価値税・税務管理・

インボイスに関する通達第 26/2015/TT-BTC 号を発行した。当該通達の新し

い内容は以下の通りである。 

番号 新規定 旧規定 

税務管理 

1 

建設・設置・市外販売（価値は 10 億以上

で、付加価値税を含む）に対して、付加価

値税を申告・納税する方法に関して案内す

る。 

規定なし 

2 

付加価値税及び特別消費税の申告書上の購

入・販売商品・サービス一覧の欄を削除す

る。 

購入・販売商品・サービス一

覧を提出しなければならな

い。 

3 

納税に使用する通貨及び売上、費用、課税

価格の確定に関する規定について 

財務省発行の 2014年 12月 22日付の通達第
200/2014/TT-BTC号によると、外貨での売
上、費用及び課税価格又は納税額が発生す
る場合、以下のように実施取引為替レート
を適用してベトナムドンに換算しなければ
ならない。 

- 売上計上用の為替レートは取引銀
行（納付者が口座を開設する銀
行）の購入レートである。 

為替レートはインターバンクレ

ートであった。 
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-費用計上用の為替レートは支払時点
に取引銀行（納付者が口座を開設
する銀行）の販売レートである。 

- その他の取引は、2014年 12月 22
日付の財務省の通達第 20/2014/TT-

BTC 号に従う。 

4 

遅延利息について 

2015 年 1 月 1 日より、遅延納税額に対して

全期間統一 0.05％/日の利率を適用する。 

2015 年 1 月 1 日以前に発生した未申告の税

額が、2015 年 1 月 1日以降に当局によって

発見される又は納税者自身が発見した場

合、遅延利息は滞納期間に対し遅延納税額

の 0.05%/日の利率で計算される。 

 

遅延利息 0.07％/日（91 日以

上） 

5 

遅延利息を納付しない場合の特例 

商品・サービスが国庫から支払われた場

合、納税者は遅延納税額に対して遅延利息

は納付する必要がない。 

言及なし 

法人税 

1 

法人税上損金算入について 

従業員に対する生命保険料の損金算入限度

額 100 万/月/人の制限を削除する。企業が従

業員のために生命保険料を支払う場合、イ

ンボイス及び適切な証憑があれば、法人税

上損金算入が認められる。  

最大 100 万 VND/月/人 

2 

現行規定に基づく従業員の職業訓練のため

の教育活動に関する費用は損金算入を認め

る。 

言及なし 

3 

企業が定款資本金を十分な出資した場合に

他の企業に投資する為の借入金に関する利

息の費用は損金算入を認める。 

言及なし 

4 

投資プロジェクトに対する法人税優遇 

議定第 12 によると、投資プロジェックトに

対する法人税の優遇は以下の通りである。 

権限当局より投資許可を発行されている拡

大投資プロジェクトを有する企業、あるい

は 2009 年から 2013 年の期間に投資を終了

している企業は、2015 年度から優遇期間の

言及なし 
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残りの期間は拡大投資に対する優遇措置を

受けることができる。 

-工業団地に 2009 年から 2013 年の期間に投

資している企業は 2015年の課税期間より、

残りの期間だけ法人税優遇を受けることが

出来る。 

-2015 年 1 月 1 日以降に優遇措置を受けてい

る地域に投資した企業の場合、2015 年の課

税期間より、残りの期間だけ法人税優遇を

受けることが出来る。 

インボイス 

 
1 
 

 

インボイスに表示するフラッシュ記号及び

声調なしの文字を使用するための登録の案

内を削除する。 

書面にて当局に登録しなけれ

ばならない。 

2 

直轄税務機関が 5営業日以内にオフィシャル

レターを発行しない場合、会社は自社印

刷・印刷注文のインボイスを使用できる。 

直接管理税務機関が 5 営業日以内

書面で通告する。 

3 

事業を継続するための自家消費商品に対す

るインボイス発行の不要な場合について詳

細を案内する。 

企業内部で譲渡する物品につ

いてインボイスを発行する。 

4 

税コードは正しいが、購入者の氏名・住所

が誤記されたインボイスについては、関係

者は修正合意書を作成する必要があるが、

修正インボイスは作成する必要がない。不

正確な情報で発行したその他の場合には、

通達第 39/2014/TT-BTC 号の第 20 条上の手

続きに従って実施しなければならない。 

言及なし 

付加価値税 

 
1 

 
 

借手が銀行に資産所有権引渡の手続きを実

行する場合、公式領収書を発行する必要が

ない。 

言及なし 

2 

付加価値税率 0％を適用できない項目に、輸

入後、輸出するタバコ・アルコール・ビー

ルが加わった。 

また、輸入後、輸出するタバコ・アルコー

ル・ビールは輸出時に売上付加価値税が生

じない。仕入付加価値税は控除できない。 

言及なし 
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3 

保健省の許可により、テスト用の化学付属

品やヘルスケア用の殺菌剤に対しては、税

率 5％を適用する。 

保健省の許可がなかった。 

4 

控除仕入付加価値税を決定するための按分計算

に、非課税売上が追加された。具体的には 

“… 納税者は控除仕入付加価値税を、非控除

仕入付加価値税と分けて取り扱わなければ

ならない。分けることができない場合、課

税売上と非課税売上の、総売上（分けるこ

とができない非課税売上を含む）に対する

比率で仕入付加価値税は控除されなければ

ならない。“ 

具体的なガイダンスなし 

5 

外国の組織から贈答あるいは寄附になる物

品を輸入する場合、仕入付加価値税控除の

ための証憑として銀行支払証書は求められ

ない。 

言及なし 

 

発効日 

上記の内容は 2015 年 1 月 1 日（税務について幾つかの項目を追加・改正する法第

71/2014/QH13 号及び 2015 年 2 月 12 日付の議定第 12/2015/ND-CP 号の発効日）より有効

になる。 
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Ho Chi Minh City Office 

14th Floor, Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, 

District 1, HCMC, Vietnam  

Tel: +84 8 3827 8096     Fax: +84 8 3827 8097 

Takayuki Jitsuhara (實原): takayuki.jitsuhara@i-glocal.com 

Vo Tan Huu: vo.tan.huu@i-glocal.com 

Tran Nguyen Trung: tran.nguyen.trung@i-glocal.com 

Le Quoc Duy: le.quoc.duy@i-glocal.com 

Dang Thanh Hieu: dang.thanh.hieu@i-glocal.com 

Vu Lam: lam.vu@crowehorwath.vn 

Duong Quynh Nga: duong.quynh.nga@vinabookkeeping.com 

 
Hanoi Office 

R.1206, 12th Floor, Indochina Plaza Hanoi Tower, 241 Xuan Thuy, 

Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam 

Tel: +84 4 2220 0334     Fax: +84 4 2220 0335 

Naoki Fukumoto (福本): naoki.fukumoto@i-glocal.com 

Ta Huong Ly: ta.huong.ly@i-glocal.com 

Nguyen Thi Loan: nguyen.thi.loan@i-glocal.com 

Nguyen Quynh Nam: nam.nguyen@crowehorwath.vn 

Nguyen Thi Thu Huyen: huyen.nguyen@crowehorwath.vn 

 

Website:   http://www.i-glocal.com 

http://www.crowehorwath.vn 
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